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長松小学校 学校だより            Ｒ7 年 7 月 11日発行 

えがおいっぱい 43 号 

スマホは学校に持ってきてはいけ

ない！ これは学校のルールです。 

 
どうしても スマホが必要な場合には 

 

① 保護者が担任に申し出る 

② 担任から連絡を受けた教頭と校長 

  が面談可能な期日を設定する。 

③ 保護者と教頭・校長と面談 

④ 許可がおりたら 

  翌日より子どもが事務室に預けて 

  帰りに取りに行く 

というながれをとっています。 

（GPS 機能のみは面談なしです。） 

  

勝手にスマホを学校にもってきたら 

没収します。保護者にきてもらい，子ども

の目の前でお返しします。 

 

 700 人以上が生活している本校では，ル

ールの崩壊が 1 番危惧している部分です。

私のぐらい・・・わからんならよいやろ・・

が崩壊につながります。 

 

本来，ご家庭で購入されたスマホに対し

て学校で指導する必要はありません。ただ

まだモラルを知らない子に与えるのは危

険すぎるため本校では使い方について指

導をしています。 

 

再度記します。 

スマホは学校に持ってきてはいけ

ない！ これは学校のルールです。 
 

スマホ黙って学校へ？ 

いよいよ 

最後の週になります 

  

 14 日（月）の週 1 学期ラストの

週です。 

1 習字や絵の具道具持って帰って

いますか。 

2 給食着や体操服はどうでしょう

か。 

3 上靴もそのうちに・・。 

4 傘は持って帰っていますか 

 

ラストの週，夏休みはすぐそこです。 


